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Ⅰ 改正概要 

１ 農林水産省検査報告（農業共済組合等検査）について、農業共済組合連合会

等検査実施要項に基づき報告することを明確化するための改正を行う。 

 

【該当箇所】 

・ 本文 第７ 農林水産省検査報告 

・ 別記様式３ 農林水産省検査報告（農業共済組合等検査）様式 

・ 様式３－１ 検査体制 

・ 様式３－２ 検査実績 

 

２ 「農業共済団体に対する監督指針」の一部改正に伴う「別添３ 農業共済組合

連合会等に係る検査マニュアル」の改正 

  以下の監督指針の改正を踏まえ、チェックリスト等の所要の改正を行う。 

（１）業務経費の支出に当たり、合目的性及び合理性を欠く支出を行わないよう

にすることを明確化 

（２）農業共済団体のニーズ調査について、収入保険が導入され、未実施品目及

び未実施方式のニーズが乏しくなったことに伴う実施方法等の見直し 

（３）実施体制の改善計画について、５年度間を対象とした計画を策定し、毎年

度検証の上、必要な場合は改定する等の見直し 

（４）内部監査計画について、リスクの種類・程度に応じた計画とし、状況に応

じて適切に見直すことを規定 

（５）令和３年度で無事戻しが廃止されたことに伴う規定の削除 

（６）共済掛金等の納入について現金の納入を原則禁止とすることを規定 

（７）虚偽の引受けの防止策等に係る内規を策定することを明確化 

（８）障がい者等への対応について、当省で定める対応指針に沿った適切な対応

を行うことを規定 

 

【該当箇所】 

・ 業務運営管理（ガバナンス）態勢の確認検査用チェックリスト 



 

・ 総務関係チェックリスト例 

・ 法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト 

・ 加入者保護等管理態勢の確認検査用チェックリスト 

・ 引受リスク等関係チェックリスト例 

・ 財務関係チェックリスト例 

 

３ 各共済の引受要綱、損害評価要綱及び事務取扱要領等の一部改正に伴う「別

添３ 農業共済組合連合会等に係る検査マニュアル」の改正 

以下の要綱等の改正を踏まえ、各共済のチェックリスト例の所要の改正を行

う。 

（１）農作物共済関係 

・ 全相殺方式の拡充（全相殺方式を選択できる者に、陸稲及び麦について収

穫量が青色申告書以外の確定申告書の添付書類等により適正に確認できる者

を追加、また、個人・法人問わず選択可能とする）に伴う改正 

・ 令和３年産で一筆方式が廃止されたことに伴う規定の削除 

【該当箇所】 

・ 引受リスク等関係チェックリスト例〔農作物共済〕 

・ 損害評価等関係チェックリスト例〔農作物共済〕 

 

（２）家畜共済関係 

・ 災害救助法が適用される災害が発生した場合に理事会の決定により共済掛

金の払込期限を延長できる規定の追加 

・ 死亡廃用共済について画像による損害確認の対象の追加に伴う改正 

・ 死亡廃用共済について損害発生通知に係る提出書類の変更に伴う改正 

【該当箇所】 

・ 引受リスク等関係チェックリスト例〔家畜共済〕 

・ 損害評価等関係チェックリスト例〔家畜共済〕 

 

（３）果樹共済関係 

・ 全相殺減収方式の拡充（全相殺減収方式を選択できる者に収穫量が青色申

告書以外の確定申告書の添付書類等により適正に確認できる者を追加）に伴

う改正 

・ 令和３年産で特定危険方式及び樹園地方式が廃止されたことに伴う規定の

削除 

【該当箇所】 

・ 引受リスク等関係チェックリスト例〔果樹共済〕 

・ 損害評価等関係チェックリスト例〔果樹共済〕 



 

 

（４）畑作物共済関係 

・ 全相殺方式の拡充（全相殺方式（大豆、小豆又はいんげん）を選択できる

者に収穫量が青色申告書以外の確定申告書の添付書類等により適正に確認で

きる者を追加）に伴う改正 

・ 令和３年産で一筆方式が廃止されたことに伴う規定の削除 

・ 蚕繭に係る基準収繭量の設定方法の見直しに伴う改正 

【該当箇所】 

・ 引受リスク等関係チェックリスト例〔畑作物共済〕 

・ 損害評価等関係チェックリスト例〔畑作物共済〕 

 

（５）園芸施設共済関係 

・ 共済掛金の分割支払について、２回払いに加え12回の分納ができる規定の

追加 

・ 災害救助法が適用される災害が発生した場合に理事会の決定により共済掛

金の払込期限を延長できる規定の追加 

【該当箇所】 

・ 引受リスク等関係チェックリスト例〔園芸施設共済〕 

・ 損害評価等関係チェックリスト例〔園芸施設共済〕 

 

（６）農業経営収入保険関係 

・ 補償水準の設定時期の変更に伴う改正 

・ 収入保険と野菜価格安定対策事業の同時利用特例の適用期間の延長に伴う

改正 

・ 法人税法の一部改正により、連結納税制度が廃止されたことに伴う規定の

削除 

【該当箇所】 

・ 引受リスク等関係チェックリスト例〔農業経営収入保険〕 

・ 損害評価等関係チェックリスト例〔農業経営収入保険〕 

 

４ その他所要の改正 

 

Ⅱ 施行時期 

  令和５年９月13日 


